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今年のハロウィンは、10月31日です！ご家族と？お友達と？？それとも
職場の仲間と？？？ハメを外しすぎないように、楽しんで下さいね☆

ここ数年、10月のイベントにハロウィンが定着してきましたよね☆今回は、
自宅、会社で行うハロウィンパーティ向けの、コンビニで気軽に買える限定お
菓子をランキングにしてみました♪

コンビニで楽しめるハロウィン限定お菓子ランキング

人気のチロルチョコにハロウィン限定ボックスが登場！味は2種類☆パン
プキン味のチョコも入っていて、見た目だけでなく、味もハロウィン仕様に
なってます！

第一位　ビックチロル ハロウィン 15個入り（チロルチョコ） 200円

第二位　ハッピーターン ハロウィンMix（亀田製菓） 320円
甘いお菓子が多いハロウィンですが、幸せパウダーたっぷりのあましょ
っぱいおせんべいが登場します♪定番のかぼちゃポタージュ味に加え、
全部で8種類のイラストも楽しめます☆

第三位　キャラメルコーン クリーミーマロン味（東ハト） 122円
キャラメルコーンの生地に、マロンペーストと練乳を練りこんだ、クリーミー
な味になっています☆袋もハロウィン限定デザインです！

第5弾足場王おすすめ！便利ツールのご紹介

パレットに乗せている小物資材を上手く重ねられず、スペースを多く
取って困っている方がいらっしゃるのではないでしょうか？

ネステナーラックは、重ねられな
いパレットを上手く重ねてくれる
優れものなんで、陳列スペース
の効率化を図った商品です。値段
はピンキリですが、大凡3万円前
後で手に入ります。足場王も、ネ
ステナーラックを導入した事によ
り、なんと3倍もの陳列スペース
を確保出来るようになりました！

数か月後に繁忙期も終わり、資材が大量に戻って来ると、小物資材が
溢れかえり、毎年のように困っていませんか？そんな方は、是非、ネス
テナーラックの活用を検討してみて下さい購入を検討される際にお
声掛け頂ければ、アドバイスさせて頂きます！

ネステナーラック

お待たせしました！前回の足場王通信でご案内しましたラインナ
ップ追加資材が入荷しました。かねてからご要望の多かった小物
資材を中心に資材を大幅に追加しております！益々ご利用しやす
くなる足場王レンタルを、今後も是非ご期待下さい！

詳しくは各担当営業（佐藤・一宮・川島・武田・江口）
までお問い合わせ下さい。

「足場王レンタル」ラインナップ品目追加！！「足場王レンタル」ラインナップ品目追加！！
足場王レンタルも事業開始6年目を迎え、皆様のご要望にお応えし、
6月より洗浄代を無料にさせて頂きました！洗浄代が無料になったこ
とで、益々ご利用しやすくなったとのお声を数多く頂いております。
レンタルをご利用されていないお客様は、是非ご検討下さい！

大好評「足場王レンタル」洗浄代無料！！大好評「足場王レンタル」洗浄代無料！！

0円洗浄代
業界に革命!業界に革命! ◆ラインナップ追加資材◆

根がらみ支柱、1コマ支柱、センター踏板（250幅／150幅）、
役物資材（手摺300／200、ブレス1200／900、張出
200）、サイドアダプター、センターアダプターetc

お問合わせはこちら！ 0120-148-089
ホームページもご覧ください！ http://www.ashibao.jp/

皆さんも既にご存知かと思いますが、先月8月24日の閣議決定をもって、消費税率が10％に引き上げられる時期が2017年4月1日から、
2019年10月1日に変更になりました。しかし建設業界では、消費税率引き上げ時期が変更になったにも関わらず、適用されるタイミングが
昔定められた内容であることを皆さんご存知でしょうか？

過去の消費税率引き上げでは、お客様からの注文が殺到し、資材が欠品してしまうなどの状況もありました。同じようにご迷惑をお掛けする
状況にならないためにも、私たちも資材確保に向けて準備を進めていきます。引上げ時期が伸びたと安心せず、皆様もこれを機に受注現場
の契約内容や不足資材の確認など、消費税率引き上げに少しずつ備えていきましょう！

国交省は、今回の閣議決定の内容に沿って法改正を行い、適切な現行
法になるよう要請を出してはいますが、その後の動きや詳細はまだ不
明確です。 しかし、契約期間の長い建設工事の請負契約がある方々に
とっては、タイミングによっては税率が上がってからの支払いになる
など、大きな影響が出る場合もあるかと思います。当然それに伴って、
追加資材購入を検討されている方々も数多くいらっしゃるのではない
でしょうか。

引き渡し時点での消費税率適用へ

引渡日 契約時期 適用税率

17年3月31日以前

17年4月1日以降

―
8％

10％
16年9月30日以前

16年10月1日以降

消費税率の扱いに関して、現在は、以下の表のようになっています。
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